
議案第83号 

   養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例の制定について 

 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

  令和２年12月８日提出  

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市条例第 号 

   養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26

年養父市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 第23条第２項、第29条第１項及び第31条第１項中「第12条の４第５項」を「第

12条の５第５項」に改める。 

 第37条第４号中「深夜の勤務に従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲

労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を

養育することが困難な場合」を加える。 

 第44条第１項及び第47条第１項中「第12条の４第５項」を「第12条の５第５項」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第83号 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

（職員） 

第23条 (略)  

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（国家戦略特別区域法（平成

25年法律第107号。以下「特区法」という。）第12条の４第５項に規定する

事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は

当該事業実施区域内に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は保育士と同

等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) （略） 

３ (略) 

（職員） 

第29条 小規模保育事業所A型には、保育士（特区法第12条の４第５項に規定

する事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当

該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模保育事業所A型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

２・３ （略） 

（職員） 

第31条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業所B型」とい

う。）には、保育士（特区法第12条の４第５項に規定する事業実施区域内に

ある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る

（職員） 

第23条 (略)  

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（国家戦略特別区域法（平成

25年法律第107号。以下「特区法」という。）第12条の５第５項に規定する

事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は

当該事業実施区域内に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は保育士と同

等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) （略） 

３ (略) 

（職員） 

第29条 小規模保育事業所A型には、保育士（特区法第12条の５第５項に規定

する事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当

該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模保育事業所A型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

２・３ （略） 

（職員） 

第31条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業所B型」とい

う。）には、保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内に

ある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る
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現          行 改      正      案 

国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）その他保育に従事する

職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱

託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る小規模保育事業所B型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

（居宅訪問型保育事業） 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとす

る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）

第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及

び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の

状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼

児に対する保育 

 

(5) （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（特区法第12条の４第５項

に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、

保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項にお

いて同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定に

より搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）その他保育に従事する

職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱

託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る小規模保育事業所B型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

（居宅訪問型保育事業） 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとす

る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）

第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及

び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精

神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが

困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居

宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育 

(5) （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（特区法第12条の５第５項

に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、

保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項にお

いて同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定に

より搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 
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現          行 改      正      案 

２・３ （略） 

 （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条において

「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条におい

て「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士（特区法第12条

の４第５項に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所

にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育

士。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事

業所又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型

事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条において

「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条におい

て「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士（特区法第12条

の５第５項に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所

にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保

育士。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研

修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育

事業所又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模

型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

 


